五ヶ瀬町公共ライドシェア実証運行支援業務委託仕様書

令和８年６月２２日
五ヶ瀬町企画課

１　業務の目的
本業務は、五ヶ瀬町が実施する「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトにおいて、公共ライドシェアの導入に向けた実証運行を支援するものである。
本町では、平成19年よりコミュニティバスを運行しているが、人口減少や少子高齢化の進行に伴い、利用者の減少や運転士不足が課題となっている。また、中山間地域特有の地理的条件により、既存の公共交通ではまかなうことができない交通空白地域が存在しており、その解消が求められている。
本業務では、既存のコミュニティバスを補完する新たな移動手段として公共ライドシェアの導入を検討し、実証運行を通じて利用ニーズや事業効果を検証・分析し、本町における持続可能な公共交通の在り方を提案・提示することを目的とする。
なお、本町ではコミュニティバスを地域公共交通の基幹交通として位置付けており、本実証運行はコミュニティバスの廃止を前提とするものではなく、公共ライドシェアを補完交通として活用する可能性を検証するものである。

２　業務の概要
（１）業 務 名	五ヶ瀬町公共ライドシェア実証運行支援業務
（２）業務場所	五ヶ瀬町内全域
（３）委託期間	契約締結日の翌日から令和９年２月２８日まで
※実証運行期間：令和８年１０月１日から令和９年１月３１日まで

３　業務の内容
本業務は、公共ライドシェアの実証運行に係る調査、計画策定、運営支援及び効果検証を対象とするものであり、実際の運行業務、予約受付業務、配車業務、運行管理業務及び運転業務は含まない。
（１）コミュニティバスの利用状況や町内の移動需要の調査・分析
    　コミュニティバスの利用実績や人口・集落の分布状況、医療・商業の立地状況等を整理・分析するとともに、住民アンケートや需要調査等を通じて、町内の移動ニーズや交通課題を把握すること。
　　①　現行コミュニティバスの利用実績、その他基礎情報の分析
　　②　実証する交通モードの利用見込みシミュレーション
　　③　現行コミュニティバスを利用していない住民の乗降需要調査
　　④　住民アンケートの実施支援（アンケート設計、分析）
　　　　※アンケートの配布及び回収は町で実施

（２）公共ライドシェア実証運行計画の作成
    　調査・分析結果を踏まえ、実証運行計画を作成するとともに、町内の実情に応じた運行形態を提案すること。また、他の地域施策との連携可能性についても検討し、必要な助言及び提案を行うこと。
　　①　運行エリア、運行時間、運行回数等を含む実証運行計画の策定支援
　　②　買い物支援事業との連携可能性（貨客混載）についての検討

（３）関係機関との協議・合意形成に向けた支援
   　 実証運行の円滑な実施に向け、関係機関との協議に向けた支援を行うこと。
　　①　町が検討する実証内容について関係団体への意向ヒアリング
　　②　交通事業者との協議及び合意形成に向けた支援
　　③　関係会議の資料作成・説明事項の整理

（４）実証運行に向けた運営体制の構築支援
    　実証運行の開始に向け、業務手順及び関係機関との役割分担を整理し、円滑な運営体制の構築を支援すること。
　　①　実証運行における受付体制及び運行体制の構築支援
　　②　実証運行における業務フローの検討及び設計

（５）広報資料・チラシの作成並びに住民説明会の開催支援
    　実証運行の周知及び利用促進に向けて必要な支援すること。
　　①　実証運行の周知や利用促進に向けた資料・チラシの作成
　　②　住民向け説明会の資料作成、説明事項の整理　　

（６）実証運行期間中の運営支援及び運行改善に関する助言
    　実証運行期間中に利用状況や利用者の意見等を把握し、必要に応じて運行方法や運営体制の改善に向けた助言及び支援を行うこと。

（７）効果検証・分析
    　実証運行で得られたデータを整理・分析し、事業効果及び課題を検証すること。
　　①　利用実績データの整理及び分析
　　②　利用者アンケート等による満足度及び利用意向の分析
　　③　効率性、採算性等の評価指標の整理・分析
　　④　実証運行の成果及び課題の整理

（８）報告書の作成
    実証運行の結果及び課題を整理し、今後の方向性を示した報告書を作成すること。
①　中間報告書（進捗状況及び初期分析結果）
　②　最終報告書（総合分析及び今後の運行に関する提言）

４　打合せ協議
受託者は、本業務を円滑に遂行するため、町と十分な協議及び調整を行うものとする。なお、打合せは原則として次の時期に実施するものとし、必要に応じて随時開催する。
・業務着手時
・実証運行開始前
・中間報告時
・最終報告時
・その他町が必要と認める時

５　実施体制
（１）業務責任者
　　　受託者は、本業務を総括する業務責任者を配置し、町との連絡調整及び業務全体の進捗管理を行うこと。

（２）業務実施体制
　　　受託者は、本業務を適正かつ円滑に遂行できる体制を整えるものとする。

（３）業務実施計画書
　　　受託者は、契約締結後速やかに業務実施計画書及び工程表を作成し、町へ提出するものとする。

６　成果品
受託者は、本業務において作成した成果品を電子データにより納入すること。なお、成果品の形式については、町と協議のうえ決定するものとする。
（１）中間報告書　一式
（２）最終報告書　一式
（３）住民アンケート集計・分析結果
（４）実証運行に係る利用実績及び分析データ
（５）住民説明会等で使用した資料
（６）その他、本業務において作成した資料
　
７　諸経費
本業務の実施に必要な経費として、運行設計や運行システムの導入及び利用料のほか、次に掲げる費用を見込むものとする。
・広報物製作費（チラシ等）
　・運行に係るツール製作費（車両用マグネット等）
　・運行管理に係る物品購入費（アルコールチェッカー等）
　・ドライバー講習受講費（大臣認定講習等）
　※運行管理者となる交通事業者等に対する運行管理費は含まない。

８　業務上の留意事項
（１）受託者は、関係法令を遵守し、本業務を遂行すること。
（２）業務完了後に受託者の責に帰すべき理由による成果品の不備が判明した場合は、速やかに訂正又は補足を行うものとし、これに要する経費は受託者の負担とする。
（３）本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに町と協議すること。
（４）受託者は、本業務の実施に伴い知り得た個人情報及び機密情報について適切に管理し、第三者へ漏えいしてはならない。
（５）本業務は、国の「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト補助金を活用して実施するものである。このため、受託者は業務完了後５年間、本業務に係る会計帳簿及び証拠書類を保存し、町又は会計検査等の求めに応じて提出できるようにしておくこと。
（６）受託者は、本業務の全部を第三者へ委託してはならない。なお、業務品質及び生産性向上を目的として業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ町の承認を得るものとする。
（７）本仕様書は、本業務において最低限必要な事項を示したものである。受託者は業務の目的を十分に理解し、その専門的知見及び他自治体事例等を踏まえ、本町にとって有効と考えられる手法や取組について、委託料の範囲内で積極的に提案すること。
（８）本業務により作成された成果物に関する著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。）は、町に帰属するものとし、受託者は著作者人格権を行使しないものとする。

９　参考資料
本業務の実施にあたり、業務内容の理解を補足するため、次の資料を参考資料として添付する。なお、参考資料は現時点での検討内容を示すものであり、業務の実施にあたっては、町との協議により必要に応じて見直しを行うものとする。

　別添１　役割分担表
　別添２　コミュニティバス運行概要
　別添３　想定スケジュール


別添１

五ヶ瀬町公共ライドシェア実証運行支援業務にかかわる役割分担

本資料は、公共ライドシェア実証運行における五ヶ瀬町、受託者及び交通事業者の主な役割を整理したものである。
　なお、現時点で想定する役割分担を示したものであり、実証運行の詳細な内容については、業務の進捗に応じて協議・調整を行うものとする。

１　五ヶ瀬町
（1） 事業全体の統括
（2） 関係機関との調整
（3） 住民アンケートの配布及び回収
（4） 住民説明会等の開催
（5） 交通事業者との契約及び調整

２　受託者
（1） 地域課題及び移動需要の分析
（2） 実証運行計画の策定支援
（3） 住民アンケートの設計及び分析
（4） 関係者協議及び住民説明会における資料作成支援
（5） 実証運行に係る助言及び改善提案
（6） 利用実績等の分析及び報告書作成

３　交通事業者
（1） 予約受付
（2） 運行管理
（3） 運転者管理
（4） 利用者対応
（5） 日常的な運行業務


別添２　

五ヶ瀬町コミュニティバスの概要について

１　コミュニティバスの概要
　　本町では、平成19年よりコミュニティバスを運行している。コミュニティバスは、町内各地区と中心部を結ぶ公共交通として、住民の日常生活を支える重要な移動手段となっている。
　　一方で、人口減少や少子高齢化の進行、自家用車の利用増加等により、利用者数は年々減少傾向にある。一方で、燃料費や人件費等の運行経費は増加しており、持続可能な公共交通の確保も課題となっている。
　　このような状況を踏まえ、本町では定期的に見直しを実施しており、増便や運行ルートの見直し、デマンド型交通（定時定路線型）の導入など、利便性の向上や効率的な運行に向けた取組を行っている。

・運行形態　　　定時定路線型
・運行主体　　　五ヶ瀬町（交通空白地自家用有償旅客運送）
・運行区域　　　町内全域
・利用料金　　　大人200円、高校生100円、中学生以下は無料
・運休日　　　　土曜、日曜、祝祭日、年末年始（12/29～1/3）
・運行路線数　　３路線（坂本線、桑野内線、鞍岡線）
・車両台数　　　５台

２　利用状況
　　利用者数は年々減少傾向にあり、令和７年度の延べ利用者数は15,226人。
　　（内訳）坂本線：4,160人　桑野内線：2,709人　鞍岡線：8,357人

３　利用者の傾向
コミュニティバスの主な利用者は高齢者で、通院を目的とした利用が多い。
また、福祉作業所への通所者も日常的な利用がみられる。
一方で、利用者の多くは自宅最寄りの停留所で乗車し、そのほとんどが終点となる町立病院前まで利用されており、利用目的や利用区間が限定される傾向が見られる。また、利用は特定の曜日や時間帯に集中しており、地区によって利用状況に差が生じている。


４　課題
（１）バス停までの移動負担
本町は中山間地域にあり急峻地形をしており、バス停までの経路に急な坂道や高低差が激しい地区がある。そのため、コミュニティバスを利用したくても、自宅からバス停までの移動に困難を抱える住民もいる。また、バス停までの距離が遠い地区もあり、高齢者にとっては利用の障壁となっている。

（２）運行形態と利用ニーズのミスマッチ
コミュニティバスは曜日ごとに運行ルートが異なることから、通勤や通学などの日常的かつ継続的な利用に結びつきにくい状況にある。医療機関への受診時には、特定科の診療日と運行日が一致しない場合もあり、病院までの移動手段を確保できない住民も存在している。

（３）広域移動への対応
　　　町内の移動については一定の対応が可能であるものの、隣町の医療機関への移動については直行便がなく、既存の公共交通との乗り継ぎも円滑に機能しているとは言えない状況である。一方で、隣町の医療機関をかかりつけ医としている町民は一定数存在しており、広域的な移動に課題を抱えている。

（４）買い物環境への対応
高齢化の進行や商業施設の立地状況等により、日常的な買い物に不便を感じる住民も多い。特に、自家用車を利用できない住民にとっては、買い物先への移動手段の確保が課題となっている。
町内では、買い物支援への取組みとして移動販売車が稼働しているが、軽自動車１台で町内全域をカバーしているため、訪問先や商品数に制限があり、今後連携した取組みが期待される。

（５）持続可能な公共交通の確保
　　　利用者数及び運賃収入は減少傾向にある一方で、運行経費は増加している。
また、運転手不足や高齢化も課題となっており、将来にわたり持続可能な公共交通体系の構築が求められている。

５　公共ライドシェア導入の考え方
　　本町では、コミュニティバスを地域公共交通の基幹交通として維持しつつ、コミュニティバスでは対応が困難な地域や時間帯を補完する移動手段として公共ライドシェアの導入を検討している。
　　本実証運行は、コミュニティバスと公共ライドシェアを組み合わせた持続可能な地域公共交通体系の構築に向け、利用ニーズや運行手法等を検証することを目的とする。

別添３

[bookmark: _GoBack]五ヶ瀬町公共ライドシェア実証運行支援業務に係る想定スケジュール（案）

本資料は、本業務において想定される主な業務工程を示したものである。
　なお、実際の実施時期及び実施内容については、業務の進捗状況や関係機関と協議結果等を踏まえ、町と受託者が協議のうえ調整するものとする。

■契約締結後～令和８年８月
・業務着手
・既存交通の利用実績分析
・地域課題及び移動需要の整理
・住民アンケートの設計、実施
・交通事業者、関係団体へのヒアリング
・実証運行計画の策定

■令和８年９月
・実証運行開始に向けた準備
・住民アンケートの分析
・住民説明会開催支援、広報資料及び周知チラシの作成
・運行体制の最終調整

■令和８年１０月～
・公共ライドシェア実証運行（～令和９年１月）
・利用状況の分析
・運行状況に応じた改善提案
・利用促進支援

■令和８年１１月頃
・中間報告書作成
・進捗状況及び初期分析結果の報告

■令和９年２月
・実証運行結果の取りまとめ
・利用実績及び事業効果の分析
・課題整理及び今後の方向性の検討
・最終報告書作成
・成果品納品
2

